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(57)【要約】
【課題】　表記が異なるが同じ概念を表す同義語と推定
される単語の組を効率よく抽出する。
【解決手段】　類似文書発見手段２が、文書収集手段１
に記憶されている電子カルテのうち記述内容が類似する
ものを選出し、専門用語抽出手段３が、前記選出された
類似の電子カルテの記述に出現する診療に関する単語を
抽出し、同一表記語抽出手段４が、前記抽出された各単
語のうち、各電子カルテに共通して出現する共通語を特
定する。そして、表記違い語対応抽出手段５が、前記抽
出された各単語のうちの共通語以外で且つ異なる電子カ
ルテから抽出された単語の組を対象に、各単語の概念が
同一であるか（同義語であるか）を判定し、対応表構成
手段６が、同義語と判定された単語の組を対応表形式で
出力する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　診療結果を記述した電子的な文書を複数記憶する記憶手段と、
　記述内容が類似する複数の文書を選出する選出手段と、
　文書中の記述に出現する診療に関する単語を抽出する抽出手段と、
　前記選出した各文書から抽出した単語のうち各文書に共通して出現する単語を特定する
特定手段と、
　前記選出した各文書から抽出した単語のうち前記特定した単語以外で且つ異なる文書か
ら抽出した単語の組を対象に、単語の概念の同一性に係る所定の基準を満たすか否かを判
定する判定手段と、
　所定の基準を満たすと判定された単語の組を出力する出力手段と、
　を備えたことを特徴とする表記ゆれ解析装置。
【請求項２】
　前記文書には、その作成主体を示す作成主体情報が付加されており、
　前記判定手段は、前記対象の各単語を抽出した文書に付加された作成主体情報が異なる
場合に所定の基準を満たすと判定することを特徴とする請求項１に記載の表記ゆれ解析装
置。
【請求項３】
　前記判定手段は、前記対象の各単語の表記が類似する場合に所定の基準を満たすと判定
することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の表記ゆれ解析装置。
【請求項４】
　前記判定手段は、前記対象の各単語に係る構文が共通性を有する場合に所定の基準を満
たすと判定することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の表記ゆれ
解析装置。
【請求項５】
　前記判定手段は、前記対象の各単語を抽出した文書における該単語の出現位置が共通性
を有する場合に所定の基準を満たすと判定することを特徴とする請求項１乃至請求項４の
いずれか１項に記載の表記ゆれ解析装置。
【請求項６】
　前記判定手段は、前記対象の各単語を抽出した文書に診断結果として記述された病名又
はその識別コードが共通する場合に所定の基準を満たすと判定することを特徴とする請求
項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の表記ゆれ解析装置。
【請求項７】
　前記判定手段は、前記対象の各単語を抽出した文書の作成時期が共通性を有する場合に
所定の基準を満たすと判定することを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に
記載の表記ゆれ解析装置。
【請求項８】
　コンピュータを、
　診療結果を記述した電子的な文書を複数記憶する記憶手段と、
　記述内容が類似する複数の文書を選出する選出手段と、
　文書中の記述に出現する診療に関する単語を抽出する抽出手段と、
　前記選出した各文書から抽出した単語のうち各文書に共通して出現する単語を特定する
特定手段と、
　前記選出した各文書から抽出した単語のうち前記特定した単語以外で且つ異なる文書か
ら抽出した単語の組を対象に、単語の概念の同一性に係る所定の基準を満たすか否かを判
定する判定手段と、
　所定の基準を満たすと判定された単語の組を出力する出力手段として機能させるための
表記ゆれ解析プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、同じ概念であるが表記が異なる表記ゆれを解析する表記ゆれ解析装置および
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、同じ概念に対して複数の表記（単語）が存在しており、コミュニケーションを
阻害するひとつの原因となっている。この表記の違い（表記ゆれ）は、地理、時期、教育
などの違いに起因していることはほぼ明確である。つまり、同じような言葉遣いをしてい
る文書は地理、時期、著者などが類似している。これら同じような言葉遣いをしているで
あろう文書集合の背景を、以下では「サイト」と呼ぶ。
【０００３】
　ここで、表記ゆれに関し、これまでに種々の発明が提案されている。
　例えば、同義語がその表記の直後に丸括弧などで示されることが多いという事実を利用
して、同義語対を抽出する方法が提案されている（特許文献１参照）。
　例えば、単語間の同義関係の推定に、それらが出現する文書におけるそれらの単語の近
傍の単語の統計情報を利用して判定する発明が提案されている（特許文献２参照）。
　例えば、同一意味内容の文書（単言語パラレルコーパス）を用いて、表記ゆれを発見す
る発明が提案されている（特許文献３参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－３２８２０５号公報
【特許文献２】特開平１１－２１２９７５号公報
【特許文献３】特開２００６－２５１８４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、医学の分野では、病院ごとに内部で用いられている専門用語の表記が異なる、
同じ病院内でも科が違えば表記が異なる、昔使われた病名が今では違う呼び方になってい
る、出身大学が違うなどの理由で同じ科の医師でも表記が異なる、といったことが起きて
いる。そして、医療は複数の機関や医師や看護師などの医療従事者が協力しあって問題解
決を図る行為であるものの、これらの表記の違いによるコミュニケーションミスが、医療
ミスの原因のひとつになっている。
【０００６】
　そこで、病院内で使われる用語の統一を図るために用語集を作成したり、広く用語の統
一を図るため標準病名マスターなどのターミノロジを作成することが行われてきた。しか
しながら、用語集やターミノロジの作成には手間がかかる上に、これらの手段は医療従事
者に対して、決められた語彙を用いるように強制しなければならず、必ずしも上手く利用
できていない。
【０００７】
　一方、表記のゆれに対してサイト間で対応表あるいは別名辞書を作成し、異なるサイト
間でのコミュニケーションの際に機械的な表記の変換を行うことにより、正確に内容を伝
える方法を考えることができる。しかしながら、この場合も対応表の作成に手間がかかる
という問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記従来の事情に鑑みなされたものであり、表記が異なるが同じ概念を表す
同義語と推定される単語の組を効率よく抽出することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の本発明は、診療結果を記述した電子的な文書を複数記憶する記憶手段
と、記述内容が類似する複数の文書を選出する選出手段と、文書中の記述に出現する診療
に関する単語を抽出する抽出手段と、前記選出した各文書から抽出した単語のうち各文書
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に共通して出現する単語を特定する特定手段と、前記選出した各文書から抽出した単語の
うち前記特定した単語以外で且つ異なる文書から抽出した単語の組を対象に、単語の概念
の同一性に係る所定の基準を満たすか否かを判定する判定手段と、所定の基準を満たすと
判定された単語の組を出力する出力手段と、を備えたことを特徴とする表記ゆれ解析装置
である。
【００１０】
　請求項２に記載の本発明は、請求項１に記載の表記ゆれ解析装置において、前記文書に
は、その作成主体を示す作成主体情報が付加されており、前記判定手段は、前記対象の各
単語を抽出した文書に付加された作成主体情報が異なる場合に所定の基準を満たすと判定
することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の本発明は、請求項１又は請求項２に記載の表記ゆれ解析装置において
、前記判定手段は、前記対象の各単語の表記が類似する場合に所定の基準を満たすと判定
することを特徴とする。
【００１２】
　請求項４に記載の本発明は、請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の表記ゆれ解
析装置において、前記判定手段は、前記対象の各単語に係る構文が共通性を有する場合に
所定の基準を満たすと判定することを特徴とする。
【００１３】
　請求項５に記載の本発明は、請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の表記ゆれ解
析装置において、前記判定手段は、前記対象の各単語を抽出した文書における該単語の出
現位置が共通性を有する場合に所定の基準を満たすと判定することを特徴とする。
【００１４】
　請求項６に記載の本発明は、請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の表記ゆれ解
析装置において、前記判定手段は、前記対象の各単語を抽出した文書に診断結果として記
述された病名又はその識別コードが共通する場合に所定の基準を満たすと判定することを
特徴とする。
【００１５】
　請求項７に記載の本発明は、請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の表記ゆれ解
析装置において、前記判定手段は、前記対象の各単語を抽出した文書の作成時期が共通性
を有する場合に所定の基準を満たすと判定することを特徴とする。
【００１６】
　請求項８に記載の本発明は、コンピュータを、診療結果を記述した電子的な文書を複数
記憶する記憶手段と、記述内容が類似する複数の文書を選出する選出手段と、文書中の記
述に出現する診療に関する単語を抽出する抽出手段と、前記選出した各文書から抽出した
単語のうち各文書に共通して出現する単語を特定する特定手段と、前記選出した各文書か
ら抽出した単語のうち前記特定した単語以外で且つ異なる文書から抽出した単語の組を対
象に、単語の概念の同一性に係る所定の基準を満たすか否かを判定する判定手段と、所定
の基準を満たすと判定された単語の組を出力する出力手段として機能させるための表記ゆ
れ解析プログラムである。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１に記載の表記ゆれ解析装置によると、記述内容が類似する医療文書（例えば電
子カルテや医療レポートなどの電子的な文書）を選出し、当該類似文書における異なる単
語の組を対象に概念の同一性を判定するため、同義語と推定される単語の組を効率よく抽
出することができる。
【００１８】
　請求項２に記載の表記ゆれ解析装置によると、医療文書の作成主体（医師又はその医師
が所属する科や病院など）が同じ場合には表記ゆれが少ない（つまり、或る概念の表記が
統一化されている）一方、作成主体が異なる場合には或る概念について異なる表記を用い
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る場合が多いという性質に着目することで、記述内容が類似する医療文書における異なる
単語の組について、医療文書の作成主体が異なる場合に同義語としての評価を肯定的に行
うという基準に基づいて、同義語と推定される単語の組を抽出することができる。
【００１９】
　請求項３に記載の表記ゆれ解析装置によると、各単語の構成文字が一部異なる場合や構
成文字が同じでその並びが異なる場合のように、表記が類似する単語は同一の概念を表す
場合が多いという性質に着目することで、記述内容が類似する医療文書における異なる単
語の組について、各単語の表記が類似する場合に同義語としての評価を肯定的に行うとい
う基準に基づいて、同義語と推定される単語の組を抽出することができる。
【００２０】
　請求項４に記載の表記ゆれ解析装置によると、その単語周辺を自然言語処理した際の品
詞などの形態素情報や構文情報が類似するなど、出現パターンに構文的な共通性が有る単
語は同一の概念を表す場合が多いという性質に着目することで、記述内容が類似する医療
文書における異なる単語の組について、各単語に係る構文が共通性を有する場合に同義語
としての評価を肯定的に行うという基準に基づいて、同義語と推定される単語の組を抽出
することができる。
【００２１】
　請求項５に記載の表記ゆれ解析装置によると、文書において単語が出現する項目名、絶
対的な出現位置、或いは周辺に共通して出現する単語を考慮した相対的な出現位置など、
文書における出現位置に共通性が有る単語は同一の概念を表す場合が多いという性質に着
目することで、記述内容が類似する医療文書における異なる単語の組について、医療文書
における各単語の出現位置が共通性を有する場合に同義語としての評価を肯定的に行うと
いう基準に基づいて、同義語と推定される単語の組を抽出することができる。
【００２２】
　請求項６に記載の表記ゆれ解析装置によると、診断結果が同一の病名について記述され
る医療文書でほぼ同じ単語が用いられる一方、異なる単語についてはそれらが同一の概念
を表す場合が多いという性質に着目することで、記述内容が類似する医療文書における異
なる単語の組について、医療文書に診断結果として記述された病名又はその識別コードが
共通する場合に同義語としての評価を肯定的に行うという基準に基づいて、同義語と推定
される単語の組を抽出することができる。
【００２３】
　請求項７に記載の表記ゆれ解析装置によると、疾患の発生に時期的な特徴のある病気（
例えばインフルエンザ）については、その診断結果に係る医療文書が同時期に作成されて
各医療文書でほぼ同じ単語が用いられる一方、異なる単語についてはそれらが同一の概念
を表す場合が多いという性質に着目することで、記述内容が類似する医療文書における異
なる単語の組について、医療文書の作成時期が共通性を有する場合に同義語としての評価
を肯定的に行うという基準に基づいて、同義語と推定される単語の組を抽出することがで
きる。
【００２４】
　請求項８に記載の表記ゆれ解析プログラムによると、上記作用効果を奏する表記ゆれ解
析装置をコンピュータを利用して実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明を、以下に例示する一実施形態に基づいて具体的に説明する。
　本例では、Ａ病院とＢ病院の２つのサイトがそれぞれ電子カルテを保有しており、２病
院が統合するなどの理由により両病院間でのコミュニケーションを円滑にするために、各
電子カルテで用いられている単語の対応表を作る必要が生じた場合を例に説明する。
【００２６】
　図１は、本例に係る表記ゆれ解析装置の機能ブロック図を示している。
　本例の表記ゆれ解析装置は、文書収集手段１、類似文書発見手段２、専門用語抽出手段
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３、同一表記語抽出手段４、表記違い語対応抽出手段５、対応表構成手段６、を備えてい
る。
【００２７】
　文書収集手段１は、双方のサイトの電子カルテを収集して記憶する。
　本例で扱う電子カルテは、図２にデータ構成を例示するように、各電子カルテを識別す
る文書ＩＤ、所見・主訴及び病名などの診療結果を記述したテキストデータからなる実デ
ータ、電子カルテの作成者や作成日時などの属性データ、を含んでいる。なお、文書収集
手段１は、電子カルテの収集の際にその収集元のサイトの識別コード（本例では病院の識
別コード）を属性データに付加しており、どのサイトから収集した電子カルテかを事後的
に把握できるようにしている。
【００２８】
　類似文書発見手段２は、文書収集手段１に記憶されている電子カルテのうち、記述内容
（実データ）が類似するものを選出する。本例では、電子カルテの記述に出現する単語及
びその出現頻度に基づくキーワードベクトルの類似性に基づいて、記述内容が類似する電
子カルテを選出している。
【００２９】
　なお、このような統計的な評価手法以外の手法により、記述内容が類似する電子文書を
選出してもよい。
　例えば、診断結果が同一の病名について記述される電子カルテでほぼ同じ単語が用いら
れる一方、異なる単語についてはそれらが同一の概念を表す場合が多いという性質に基づ
いて、診断結果として記述された病名又はその識別コードが共通する電子カルテ同士を類
似と判断する。例えば、疾患の発生に時期的な特徴のある病気（例えばインフルエンザ）
についてはその診断結果に係る電子カルテが同時期に作成され、各電子カルテでほぼ同じ
単語が用いられる一方、異なる単語についてはそれらが同一の概念を表す場合が多いとい
う性質に基づいて、作成時期が共通性を有する電子カルテ同士を類似と判断する。
　また、上記の各手法を複数組合せてもよく、これにより、類似の電子カルテを選出する
精度が高められる。
【００３０】
　専門用語抽出手段３は、電子カルテの記述に出現する診療に関する単語（例えば、医療
分野の専門用語）を抽出する。
　本例では、公知の固有名抽出技術を利用して単語抽出を行っているが、例えば、ストッ
プワードと一般語を除去する方法など、他の方法を利用して単語抽出することもできる。
　なお、抽出した各単語は、電子カルテ毎にリストとして保持してもよく、抽出元の電子
カルテの該当部分にタグを付してもよい。
【００３１】
　同一表記語抽出手段４は、類似文書発見手段２により選出された類似の各電子カルテか
ら専門用語抽出手段３により抽出された各単語のうち、各電子カルテに共通して出現する
単語（共通語）を特定する。
　本例では、各単語の共通性を、単なる文字列の同一性を見て判定することで処理の簡略
化を図っているが、語の活用などの表記変化を加味して判定してもよい。また、類似の電
子カルテが３以上ある場合に、本例では、全ての電子カルテに出現するものを共通語とし
ているが、例えば、少なくとも２つの電子カルテに出現するものを共通語としてもよく、
所定割合以上の電子カルテに出現するものを共通語としてもよい。
　なお、特定した各共通語は、リストとして保持してもよく、電子カルテ毎の単語リスト
中の各単語に共通語を示すフラグを付してもよく、抽出元の電子カルテの該当部分に共通
語を示すタグを付してもよい。
【００３２】
　表記違い語対応抽出手段５は、類似文書発見手段２により選出された類似の各電子カル
テから専門用語抽出手段３により抽出された各単語のうち、同一表記語抽出手段４により
共通語と判定されなかった単語で異なる電子カルテから抽出された単語の組を対象に、各
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単語の概念が同一であるかを判定する。
【００３３】
　ここで、各単語の概念の同一性の判定（同義語であるかの判定）に係る評価基準として
は、例えば以下のようなものが考えられる。
　（１）抽出元の電子カルテを作成した主体が異なる場合に同義語として肯定的に評価す
る。
　この評価基準は、電子カルテの作成主体（医師又はその医師が所属する科や病院など）
が同じ場合には表記ゆれが少ない（つまり、或る概念の表記が統一化されている）一方、
作成主体が異なる場合には或る概念について異なる表記を用いる場合が多いという性質に
基づいている。なお、この基準を採用するにあたり、作成主体の名称又はその識別コード
が電子カルテに付加（又は属性データとして記録）されていることを要する。
【００３４】
　（２）各単語の表記が類似する場合に同義語として肯定的に評価する。
　この評価基準は、各単語の構成文字が一部異なる場合や構成文字が同じでその並びが異
なる場合のように、表記が類似する単語は同一の概念を表す場合が多いという性質に基づ
いている。
【００３５】
　（３）各単語に係る構文が共通性を有する場合に同義語として肯定的に評価する。
　この評価基準は、その単語周辺を自然言語処理した際の品詞などの形態素情報や構文情
報（例えば「が格」に出現）が類似するなど、出現パターンに構文的な共通性が有る単語
は同一の概念を表す場合が多いという性質に基づいている。なお、この基準を採用するに
あたり、形態素解析や構文解析などの自然言語解析機能が必要となる。
【００３６】
　（４）抽出元の電子カルテにおける各単語の出現位置が共通性を有する場合に同義語と
して肯定的に評価する。
　この評価基準は、電子カルテにおいて単語が出現する項目名（フィールド名）、絶対的
な出現位置、或いは周辺に共通して出現する単語を考慮した相対的な出現位置など、電子
カルテにおける出現位置に共通性が有る単語は同一の概念を表す場合が多いという性質に
基づいている。
【００３７】
　（５）抽出元の電子カルテに診断結果として記述された病名又はその識別コード（ＩＣ
Ｄ１０コードや医療報酬コードなど）が共通する場合に同義語として肯定的に評価する。
　この評価基準は、診断結果が同一の病名について記述される電子カルテでほぼ同じ単語
が用いられる一方、異なる単語についてはそれらが同一の概念を表す場合が多いという性
質に基づいている。なお、病名や識別コードの特定は、例えば病名欄に記述された単語を
病名と特定し、例えば所定の規則に従った文字列を識別コードと特定するといったように
、種々の手法により行うことができる。
【００３８】
　（６）抽出元の電子カルテの作成時期が共通性を有する場合に同義語として肯定的に評
価する。
　この評価基準は、疾患の発生に時期的な特徴のある病気（例えばインフルエンザ）につ
いては、その診断結果に係る電子カルテが同時期に作成されて各電子カルテでほぼ同じ単
語が用いられる一方、異なる単語についてはそれらが同一の概念を表す場合が多いという
性質に基づいている。なお、この基準を採用するにあたり、作成日時が電子カルテに付加
（又は属性データとして記録）されていることを要する。
【００３９】
　このような各評価基準のいずれかを用いて同義語か否かを判定してもよいが、これらを
複数組み合わせて判定することが望ましい。
　ここで、評価基準を満たすか否かの判断は、評価基準に対する適合度を算出し、これを
予め定めた閾値と比較して行ってもよい。なお、複数の評価基準を用いる場合には、各評
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価基準に対する適合度を評価基準毎の閾値と個別に比較して同義語の判定を行ってもよく
、各評価基準に対する適合度を集約して算出した総括的な適合度を閾値と比較して同義語
の判定を行ってもよい。また、各評価基準に対する適合度を評価基準毎の閾値と個別に比
較して評価する場合には、或る評価基準について評価し、当該評価基準に適合する場合に
のみ次の評価基準について評価するというように、評価対象を絞り込みつつ処理を行うこ
とで、処理負担の軽減を図るようにしてもよい。
【００４０】
　対応表構成手段６は、表記違い語対応抽出手段５により同義語と判定された単語の組を
対応表形式で出力する。すなわち、例えば図３に示すように、同義語と判定された「肝癌
」及び「肝臓癌」を並列配置した対応表を出力する。なお、同図においては、その抽出元
の電子カルテの作成に係る病院毎に単語を対応付けた形式にて出力している。
　対応表の出力は、液晶ディスプレイ等の表示手段により表示出力して利用者に提示して
もよく、用紙等の媒体に印刷手段により印刷出力して利用者に提示してもよく、情報を記
憶保持する記憶手段に出力して事後的に利用できるようにしてもよい。
【００４１】
　図４は、本例の表記ゆれ解析装置による対応表作成の処理フローを示している。
　類似文書発見手段２が、文書収集手段１に記憶されている電子カルテのうち記述内容が
類似するものを選出し（ステップＳ１）、専門用語抽出手段３が、前記選出された類似の
電子カルテの記述に出現する診療に関する単語を抽出し（ステップＳ２）、同一表記語抽
出手段４が、前記抽出された各単語のうち、各電子カルテに共通して出現する共通語を特
定する（ステップＳ３）。そして、表記違い語対応抽出手段５が、前記抽出された各単語
のうちの共通語以外で且つ異なる電子カルテから抽出された単語の組を対象に、各単語の
概念が同一であるか（同義語であるか）を判定し（ステップＳ４）、対応表構成手段６が
、同義語と判定された単語の組を対応表形式で出力する（ステップＳ５）。
【００４２】
　なお、類似文書発見手段２において、キーワードベクトル法を用いて類似の電子カルテ
を選出する場合には、専門用語抽出手段３による各電子カルテからの単語抽出を先に実行
し、その抽出結果に基づいて類似文書発見手段２が各電子文書のキーワードベクトルを求
めて電子カルテの類似性を判断するようにしてもよい。
【００４３】
　図５は、本例に係る表記ゆれ解析装置の主要なハードウェア構成を示している。
　すなわち、本例の表記ゆれ解析装置は、各種演算処理を行うＣＰＵ、ＣＰＵの作業領域
となるＲＡＭ、基本的な制御プログラムを記憶するＲＯＭ、本発明に係る各機能を実現す
るためのプログラム等を記憶するＨＤＤ、利用者に対する情報を表示出力する液晶ディス
プレイや利用者からの情報の入力を受け付けるマウス・キーボード等の機器とのインター
フェースである入出力Ｉ／Ｆ、他の装置との間で通信を行うインターフェースである通信
Ｉ／Ｆ、等のハードウェア資源を有するコンピュータで構成されている。
【００４４】
　そして、本発明に係るプログラムをＨＤＤから読み出してＲＡＭに展開し、これをＣＰ
Ｕにより実行させることで、本発明に係る記憶手段（文書収集手段１）、選出手段（類似
文書発見手段２）、抽出手段（専門用語抽出手段３）、特定手段（同一表記語抽出手段４
）、判定手段（表記違い語対応抽出手段５）、出力手段（対応表構成手段６）を、表記ゆ
れ解析装置のコンピュータに実現している。
【００４５】
　なお、本発明に係るプログラムは、例えば、当該プログラムを記憶したＣＤ－ＲＯＭ等
の外部記憶媒体を配布する形式や、ネットワークを介して配信する形式により、本発明の
実施者に提供される。
　また、本発明に係る表記ゆれ解析装置の各機能手段は、本例のようなソフトウェア構成
により実現する態様に限られず、専用のハードウエアモジュールで構成してもよい。
　また、本発明に係る表記ゆれ解析装置の各機能手段は、本例のように１台のコンピュー
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タに設ける態様に限られず、複数台のコンピュータに分散して設けてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の一実施形態に係る表記ゆれ解析装置の機能ブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る電子カルテのデータ構成を例示する図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る対応表を例示する図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る対応表作成の処理フロー図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る表記ゆれ解析装置のハードウェア構成図である。
【符号の説明】
【００４７】
　１：文書収集手段、
　２：類似文書発見手段、
　３：専門用語抽出手段、
　４：同一表記語抽出手段、
　５：表記違い語対応抽出手段、
　６：対応表構成手段

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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